
<第 1・第 2のみ滑走可>　※リーシュコード着用は絶対
○スノースクート（スノーモト）　　　○スノースケート

※第３は、「ヒトと滑走具をつなぐものがリーシュコードのみ」、
というものは基本的に滑走不可

＜全面滑走可＞　　　　　　　＜全面滑走不可＞
○セパレートボード　　　　　○スノーフィート

<キッズゲレンデのみ滑走可 >
○そり、スノーチューブ、スノーストライダー、エアーボード


